
田 口 章      で 検　索

田口 章 は持ち前のフットワークで、元気いっぱい
活動しています。日常の活動は、ホームページやブ
ログでも報告しています。インターネットがご利用
できる方はぜひご覧ください。

創ろう！元気な浜松＆静岡県

ふじのくに県民クラブ

静岡県議会レポート
平成30年 陽春号

「世界の静岡」のスタートダッシュ
～静岡県議会2月定例会の話題から～

ふじのくに県民クラブでは毎週土曜日午後
5時から、FM Haro！76.1 「遊佐ちえみの
聞いちゃえ！しずおかの政治」をお届けして
います。パーソナリティの遊佐ちえみさん
のような若い皆さんに身近に感じていただ
けるようなわかりやすい情報提供に努めて
います。
私は第4週の担当です。
ぜひ聴いてください。

第4土曜日
17：00より！

平成30年度当初予算の概要

●歳入
　県税は4,830億円（+10億円、
+0.2％）。法人2税1,443億円
（+160億円）は企業収益改善によ
り増。個人県民税1,244億円（△
216億円）は政令市への税源移譲
により減。地方交付税1,405億円
（+30億円）の増により、臨時財政
対策債は760億円（△20億円）と
微減。通常の県債は715億円
（+21億円）となり起債総額は前年
度並みです。

●歳出
　扶助費は1,143億円（+58億円）と年々増加しており、少子高齢社会における負
担増が課題です。投資的経費1,741億円（+48億円）はピーク時の平成8年度の
4,964億円に比べると1/3ほどの水準であり、インフラ資産の維持管理は大きな
課題となっています。税収関連法定経費の減（△171億円）のうち△245億円は
政令市への税源移譲の影響です。

●県債・基金残高
　一般会計の県債残高は2兆7,511億円と高止まり。通常債は減少しているもの
の臨時財政対策債の増に歯止めがかかっていません。
　活用可能基金は313億円と増えています。一方、2月補正予算では約136億円
の県税増はあるものの300億円余の起債があり、一層の行財政改革が必要です。

　静岡県議会2月定例会は2月20日から3月16日までの25日間開催されました。平成30年度からスタートする新しい総合計
画を推進するための予算や条例等88議案はすべて可決成立しました。以下に概要をお知らせします。（数字は四捨五入、増減
は平成29年度当初予算比）

今年も恒例のミニ集会を開催します。
紙面の記事等県政の話題をご報告す
るほか、みなさまの関心事をおうかが
いし、反映していきます。
お誘いあわせの上、お近くの会場にお
気軽にお越しください（参加無料）。

お問い合わせは053-447-3820（担当：池島・齋藤）までお願いします。

❶ 4/14㊏ 伊佐見協働センター
❷ 4/17㊋ 篠原協働センター
❸ 4/18㊌ 舞阪協働センター
❹ 4/19㊍ 神久呂協働センター
❺ 4/20㊎ 入野協働センター
❻ 4/23㊊ 雄踏文化センター
❼ 4/25㊌ 和地協働センター
❽ 4/26㊍ 庄内協働センター

❶のみ16時～17時、それ以外は18時30分～19時30分となります。ご注意ください。
開催時刻 昨年のふれあいトーク会

ラジオで
お届け！

県政情報

ふじのくに”ふれあいトーク会” 開催の
お知らせ

県庁内 控室　静岡市葵区追手町９－６  TEL.０５４－２２１－３５１０
浜松市西区入野町９８６０－１  TEL.０５３－４４０－７１００

taguchi@suzuki-union.or.jp

浜松市西区　田口 章

県債・基金残高

ここに
注目

一般会計は1兆1,872億円（△186億円、△1.5％）、政令市への教職
員給与費移管による影響を除けば、ほぼ前年度並み（+0.5％）となっ
ています。

条例からみえる これからの社会

拡がるシェアリングエコノミー

地域の

みなさま
との

意見交換
会

　6月に施行される「住宅宿泊事業法（民泊新法）」に関し利用
の制限を設けるために制定されました。
　シェアリングエコノミーのひとつ「民泊」は旺盛なインバウ
ンド需要への対応として注目されていますが、手軽に安く泊
まれるメリットの反面、住民の生活環境への影響などが懸念
されます。県は学校等周辺100m区域や住宅専用地域等にお
ける平日の民泊実施を制限することとしました。
　民泊の他にもカーシェアリングや遊休施設活用、体験型
ローカルツアーガイドなどシェアリングエコノミーは広がりを
みせており、これらの活用によりシニアや子育て女性など多く
の人々の社会参加が進むと期待されています。シェアリング
エコノミーはますます拡大する見込みです。浜松市はいち早
く「シェアリングシティ宣言」を行いHPで取り組みを紹介して
います。

進むユニバーサル社会

　聴覚障がい者にとっての言語、それは手話です。手話は音
声によらない目で見る“視覚言語”であり、聴覚障がい者だ
けでなく、聴覚障がい者以外の人との意思疎通を図るため
の大切な“ことば”です。
　この条例の制定で手話の普及を促進することにより、視
覚障がい者を含む誰もが暮らしやすい社会を目指していき
ます。浜松市は県に先立ち条例を制定していますが、今後は
県下全域で取り組みを進めていきます。
　静岡県は平成11年に全国で初めてユニバーサルデザイ
ン（UD）の理念を導入し、障がいのある人もない人も、すべ
ての人がお互いを尊重し合い、自分らしく暮らせる社会の実
現に向け取り組んできました。大切なのは“心のUD”です。
障がいの有無だけでなく、年齢や性別、国籍を問わず、誰も
が安心して暮らせる静岡県を創っていきましょう。

議員提案で「手話言語条例」を制定「住宅宿泊事業法第18条に基づく住宅宿泊事業
の実施の制限に関する条例」を制定
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